
【

常

任

執

行

委

員

】 

執
行
委
員
長 

 

 

奥 
 

博
之 

 

副
執
行
委
員
長 

 

坂
倉 

正
和 

 

書
記
長 

 

藤
野 

雄
大 

 

自
動
車
部
長 

 

佐
藤 

秀
樹 

 

高
速
鉄
道
部
長 

 

平
尾 

岳
洋 

   

【

執

行

委

員

】 

石
屋
川
自
動
車
支
部
長 

 

熊
本 

哲
也 

中
央
自
動
車
支
部
長 

 

花
田 

健
次 

車
両
支
部
長 

 

水
口 

朝
史 

高
速
乗
務
支
部
長 

 

西
垣 
伸
哉 

 

高
速
駅
務
支
部
長 

 

清
水 

龍
太 

 

高
速
技
術
支
部
長 

 

寺
田 

剛
士 

本
局
支
部
長 

 

山
本 

裕
二 

 

【

中

央

委

員

】 

石
屋
川
自
動
車
支
部 

 

田
中 

健
一 

 

藤
野 

司 

中
央
自
動
車
支
部 

 

筑
後 

達
也 

 

高
石 

大
輔 

 

白
石 

寿
仁
亜 

車
両
支
部 

 

福
原 

直
斗 

高
速
乗
務
支
部 

 

 

林
田 

吉
博 

 

里
岡 

誠 

 

角
野 

貴
章 

 

橋
本 

築 

 

谷 
 

汰
志 

高
速
駅
務
支
部 

 

 

安
原 

克
徳 

 

山
崎 

功
貴 

高
速
技
術
支
部 

 

 

田
中 

貴
大 

 

松
岡 

裕 

 

松
本 

嵐
士 

本
局
支
部 

 

 
平
野 

雅
浩 

 

注 

青
字
の
名
前
の
人
が
新
た
に
選
出
さ 

 
 

れ
た
役
員
で
す
。 
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２
０
２
５
年
３
月
に
実
施
し
た
役
員
選
挙
及
び
中
央
委
員
選
挙
度
に
お

い
て
、
常
任
執
行
委
員
５
名
、
執
行
委
員
７
名
、
中
央
委
員
16
名
が
決

定
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
新
た
に
常
任
執
行
委
員
が
４
名
、
執
行
委
員

が
３
名
、
中
央
委
員
が
２
名
選
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

組
合
員
資
格
の
公
示 

取
得 

4/1
新
規
採
用 

「
乗
合
自
動
車
運
転
士
」 

 

藤
井 

秀
成
、
田
中 

聡 
 
 
 

 

新
井 

友
樹
、
笹 

 

洋
介 

 
 

 

村
田 

優
子
、
玉
寄 

愛
莉 

 
 
  

「
地
下
鉄
駅
係
員
」 

 

 

大
野 

厳
己
、
久
保
田 

一
矢 

  

 

長
谷 

叡
樹
、
長
野 

壮
千
代 

  

 

森 
 

一
翔
、
赤
石 

一
晟 

 
 
  

「
地
下
鉄
電
気
機
械
技
士
」 

 

 

田
口 

敬
章
、
實
重 

勇
希 

 
 
  

 

今
西 

謙
心
、
箕
輪 

登
唯 

 
 
  

 

濵
田 

和
弥 

 
   

4/1
再
任
用 

 

池
田 

卯
月
男
（
高
速
駅
務
支
部
） 

4/1
本
務
（
2/1
新
規
採
用
） 

 

阿
部 

聡
（
中
央
自
動
車
支
部
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/1
異
動 

係
長
職 

 

井
高 

好
貴
（
本
局
支
部
） 

喪
失 

 

松
尾 

昭
博
（
中
央
自
動
車
支
部
） 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

早
川 

裕
二
（
高
速
技
術
支
部 

）                     

 

 

新
た
な
執
行
体
制
で
の
運
営
が
始
ま

り
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
組
合
員
も
加
入
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
知
識
や
経
験
に

新
た
な
発
想
力
を
加
え
、
先
を
見
据
え

た
運
動
を
進
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
全

組
合
員
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。 



 
 《

勤
勉
手
当
に
お
け
る
新
た
な
加
算
制
度 

（
職
場
応
援
加
算
）
に
つ
い
て
》 

【
当
局
】 

勤
勉
手
当
に
お
け
る
新
た
な

加
算
制
度
に
つ
い
て
は
、
市
労
連
交
渉
に

お
い
て
提
案
さ
れ
、
妥
結
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
職
場
応
援
加
算

に
関
す
る
交
通
局
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

提
案
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

 

「
１
．
概
要
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

次
世
代
育
成
支
援
推
進
の
た
め
、
育
児
休

業
等
を
取
得
す
る
職
員
が
い
る
所
属
に
お

い
て
、
代
替
職
員
の
配
置
が
な
さ
れ
な
い

場
合
、
そ
の
職
員
が
担
っ
て
い
た
業
務
を

担
当
し
た
職
員
（
以
下
、
「
応
援
職

員
」
）
に
対
し
て
、
勤
勉
手
当
の
支
給
額

を
加
算
す
る
。
ま
た
、
年
度
内
退
職
等
に

つ
い
て
も
、
代
替
職
員
の
配
置
が
な
い
所

属
に
お
い
て
は
、
業
務
を
代
替
す
る
職
員

の
負
担
を
考
慮
し
、
勤
勉
手
当
の
支
給
額

を
加
算
す
る
。 

 

「
２
．
内
容
」
に
つ
い
て
、
対
象
者

は
、
「
産
前
産
後
休
暇
・
育
児
休
業
を
取

得
し
て
い
る
職
員
が
い
る
」
、
「
年
度
内

に
退
職
し
た
職
員
が
い
る
」
、
「
そ
の

他
、
各
種
休
業
制
度
の
取
得
等
で
上
記
に

準
じ
る
職
員
が
い
る
」
所
属
に
お
い
て
、

代
替
職
員
の
配
置
等
が
な
い
期
間
に
つ
い

て
、
所
属
長
が
応
援
職
員
と
し
て
認
め
る

者
と
す
る
が
、
表
に
掲
げ
る
対
象
職
場

（
い
わ
ゆ
る
出
面
職
場
で
は
な
い
日
勤
職

場
）
で
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
限
る
こ

と
と
す
る
。 

 

算
定
時
期
は
、
４
月
～
３
月
の
年
１
回

と
し
、
反
映
時
期
は
、
算
定
期
間
の
翌
年

度
の
６
月
期
と
す
る
。 

 

加
算
金
額
は
、
対
象
所
属
に
、
代
替
職

員
の
配
置
等
が
な
い
期
間
１
月
に
つ
き
２

４
，
０
０
０
０
０
円
を
付
与
し
、
所
属
長

に
よ
り
、
応
援
職
員
に
１
人
１
月
あ
た
り

６
，
０
０
０
円
を
上
限
に
加
算
す
る
。 

 

実
施
時
期
は
、
令
和
７
年
度
の
算
定
結

果
に
つ
い
て
、
令
和
８
年
６
月
期
の
勤
勉

手
当
へ
反
映
す
る
こ
と
と
す
る
。 

【
組
合
】 

ま
ず
は
、
出
面
職
場
や
日
勤

職
場
に
関
わ
ら
ず
、
欠
員
補
充
を
し
っ
か

り
行
い
、
職
員
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。 

【
当
局
】 

局
と
し
て
も
、
体
制
も
考
慮

し
な
が
ら
採
用
等
を
行
う
こ
と
で
、
で
き

る
限
り
欠
員
が
生
じ
な
い
よ
う
努
め
て
ま

い
り
た
い
。 

【
組
合
】 

出
面
職
場
に
つ
い
て
、
な
ぜ

対
象
職
場
に
入
っ
て
い
な
い
の
か
。 

【
当
局
】 

い
わ
ゆ
る
出
面
職
場
に
お
い

て
は
、
勤
務
時
間
中
の
標
準
的
な
業
務

量
・
人
員
が
決
ま
っ
て
お
り
、
欠
員
が
生

じ
た
場
合
は
、
公
休
出
勤
・
時
間
外
勤
務

で
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
そ
の
部

分
に
つ
い
て
は
手
当
さ
れ
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
一
方
で
、
職
員
そ
れ
ぞ
れ
に
事

務
分
担
を
割
り
当
て
て
業
務
を
行
う
日
勤

職
場
で
は
、
長
期
の
欠
員
が
生
じ
た
場

合
、
分
担
を
再
配
分
す
る
必
要
が
あ
り
、

割
り
当
て
ら
れ
た
職
員
に
負
荷
が
か
か
る

こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
対
象
職
場
と
し

て
い
る
。 

【
組
合
】 

出
面
職
場
に
つ
い
て
、
今

後
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
か
。 

【
当
局
】 

本
制
度
の
趣
旨
や
先
ほ
ど
の

対
象
職
場
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
今
後

検
討
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
相
談

さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

【
組
合
】 
出
面
職
場
・
日
勤
職
場
に
関

わ
ら
ず
、
欠
員
等
が
生
じ
た
時
の
対
応
に

お
い
て
、
一
部
の
職
員
に
だ
け
負
荷
が
か

か
ら
な
い
よ
う
、
各
職
場
の
管
理
職
が
時

間
外
の
管
理
を
し
っ
か
り
し
て
も
ら
い
た

い
。 

【
当
局
】 

各
所
属
に
し
っ
か
り
伝
え
さ

せ
て
い
た
だ
く
。 

【
組
合
】 

持
ち
帰
り
協
議
す
る 

 

《
特
別
勤
務
職
員
の
夏
季
休
暇
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
》 

【
当
局
】  

令
和
７
年
度
付
与
分
よ
り
、

特
別
勤
務
職
員
（
た
だ
し
、
営
業
所
副
所

長
は
除
く
。
）
の
夏
季
休
暇
に
つ
い
て
、

業
務
の
都
合
に
よ
り
、
９
月
30
日
ま
で
に

与
え
る
こ
と
の
で
き
な
っ
た
場
合
に
つ
い

て
は
、
現
状
の
取
得
状
況
を
踏
ま
え
、
翌

年
３
月
31
日
ま
で
有
効
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。 

 

た
だ
し
、
甲
種
電
気
車
運
転
講
習
受
講

者
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
翌
５
月
31
日

ま
で
有
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。 

 

な
お
、
取
得
の
単
位
等
そ
の
他
の
取
り

扱
い
は
変
更
し
な
い
。 

【
組
合
】 

持
ち
帰
り
協
議
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《
特
殊
勤
務
手
当
の
改
正
等
に
つ
い
て
》 

【
当
局
】 

特
殊
勤
務
手
当
の
改
正
等
に

つ
い
て
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
「
１
．

夏
季
作
業
手
当
の
創
設
」
で
あ
る
が
、

「
（
１
）
概
要
」
と
し
て
、
近
年
、
夏
季

対局交渉（４月２日） 
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４
月
２
日
に
対
局
交
渉
を
行
い
、
当
局
よ
り
、
「
勤
勉
手
当
に
お
け
る
新

た
な
加
算
制
度
（
職
場
応
援
加
算
）
に
つ
い
て
」
な
ど
の
提
案
を
受
け
、
組

合
か
ら
、
新
た
な
加
算
制
度
に
つ
い
て
は
、
出
面
職
場
・
日
勤
職
場
に
関
わ

ら
ず
、
欠
員
等
が
生
じ
た
場
合
、
一
部
の
職
員
に
の
み
負
荷
が
か
か
る
こ
と

が
な
い
よ
う
申
し
入
れ
、
夏
季
作
業
手
当
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
各
職
場
の

作
業
環
境
や
熱
中
症
リ
ス
ク
の
あ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
職
場
内
で
安
全
衛

生
委
員
会
な
ど
で
調
査
し
対
策
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
申
し
入
れ
ま
し

た
。 



に
お
い
て
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ

う
な
気
温
上
昇
が
常
態
化
し
て
お
り
、
熱
中
症

リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
な
か
、
ま
ず
は
、
熱

中
症
予
防
の
た
め
の
職
場
環
境
等
の
改
善
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
公
務
の
運
営
の

た
め
や
む
を
得
ず
熱
中
症
リ
ス
ク
の
あ
る
環
境

に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

に
つ
い
て
、
業
務
の
危
険
性
を
鑑
み
夏
季
作
業

手
当
を
創
設
す
る
。 

 

「
（
２
）
対
象
業
務
の
要
件
」
で
あ
る
が
、

①
環
境
省
が
公
表
す
る
地
点
名
「
神
戸
」
に
お

け
る
湿
球
黒
球
温
度
（
Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ
）
が
28
℃
以

上
を
記
録
し
た
日
の
日
中
（
７:

０
０
～
１
９:

０
０
）
に
行
う
必
要
が
あ
る
業
務
。
②
屋
外
で

行
う
必
要
の
あ
る
業
務
。
な
お
、
屋
根
の
あ
る

半
屋
外
等
で
あ
っ
て
、
屋
外
と
同
等
以
上
の
熱

中
症
リ
ス
ク
が
あ
る
環
境
で
行
う
必
要
が
あ
る

業
務
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
査
を
行
い
検
討
す

る
。
③
１
時
間
以
上
、
負
荷
の
高
い
身
体
作
業

を
行
う
必
要
が
あ
る
業
務
。
④
交
通
局
が
管
理

す
る
土
地
建
物
ま
た
は
そ
の
近
辺
で
行
う
必
要

が
あ
る
業
務
。
と
す
る
。 

 

「
（
３
）
支
給
額
」
は
日
額
２
０
０
円
と
す

る
が
、
３
時
間
以
上
対
象
業
務
に
従
事
し
た
場

合
、
日
額
５
０
０
円
と
す
る
。 

 

「
（
４
）
実
施
時
期
」
は
、
令
和
７
年
６
月

１
日
と
す
る
。 

 

次
に
、
「
２
．
災
害
応
急
対
応
等
派
遣
手
当

の
改
正
」
で
あ
る
が
、
「
災
害
応
急
対
応
等
派

遣
手
当
」
に
つ
い
て
、
国
の
災
害
応
急
対
応
作

業
等
手
当
と
同
水
準
に
な
る
よ
う
、
支
給
額
を

日
額
１
，
０
０
０
円
か
ら
１
，
０
８
０
円
に
改

正
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
提

案
資
料
の
「
（
１
）
改
正
概
要
」
の
表
を
確
認

い
た
だ
き
た
い
。 

 

「
（
２
）
実
施
時
期
」
は
令
和
７
年
４
月
１

日
と
す
る
。 

【
組
合
】 

 

交
通
局
内
に
お
け
る
熱
中
症
の
発

生
状
況
や
、
各
職
場
内
で
の
熱
中
症
予
防
対
策

は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
。 

【
当
局
】 

令
和
６
年
度
に
お
い
て
も
、
複
数

の
職
場
で
夏
場
の
熱
中
症
と
疑
わ
れ
る
事
案
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
お
り
、
職
場

の
熱
中
症
対
策
と
し
て
は
、
各
所
属
で
の
送
風

機
等
の
設
置
や
フ
ァ
ン
付
き
上
着
の
導
入
の

他
、
瞬
間
冷
却
材
、
塩
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
経
口
補

水
液
の
配
布
行
っ
て
い
る
。 

【
組
合
】 

現
時
点
で
夏
季
作
業
手
当
の

「
（
２
）
対
象
業
務
の
要
件
」
に
該
当
す
る
と

考
え
て
い
る
業
務
は
具
体
的
に
あ
る
の
か
。 

【
当
局
】 

現
時
点
で
は
、
日
中
に
屋
外
で
作

業
を
行
う
営
業
所
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
理
員
の
業

務
、
保
線
区
の
鉄
道
軌
道
の
保
守
管
理
業
務
、

施
設
課
・
変
電
区
・
電
気
区
の
屋
外
で
の
設
備

保
守
管
理
業
務
を
想
定
し
て
い
る
。 

 

夏
季
作
業
手
当
に
つ
い
て
は
、
業
務
上
や
む

を
得
ず
熱
中
症
リ
ス
ク
の
あ
る
環
境
に
お
い
て

業
務
に
従
事
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
、
業
務
の
危
険
性
を
評
価
し
手
当
を
支
給
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
上
記
以
外
の
業

務
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
職
場
の
環
境
改
善

や
熱
中
症
対
策
の
工
夫
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な

お
、
熱
中
症
リ
ス
ク
の
高
い
環
境
で
あ
れ
ば
、

職
場
の
状
況
を
聞
き
な
が
ら
、
調
査
の
上
で
検

討
し
て
い
く
。 

【
組
合
】 

地
下
鉄
車
両
課
の
検
車
区
や
市
バ

ス
車
両
課
な
ど
、
屋
根
が
あ
る
場
所
で
の
作
業

で
も
屋
外
作
業
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
熱

中
症
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

先
ほ
ど
挙
げ
た
業
務
以
外
に
つ
い
て
の
調
査
は

い
つ
ま
で
に
行
う
の
か
。 

【
当
局
】 

屋
外
と
同
等
以
上
の
熱
中
症
リ
ス

ク
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
署
に
つ
い
て
は
、

現
場
の
状
況
も
見
な
が
ら
、
５
月
末
ま
で
に
は

調
査
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。 

【
組
合
】 

各
職
場
の
作
業
環
境
や
熱
中
症
リ

ス
ク
の
あ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
職
場
内
で
安

全
衛
生
委
員
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
て
い
る
と
思

う
の
で
そ
の
中
で
も
し
っ
か
り
と
調
査
し
対
策

等
に
つ
い
て
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
。 

【
当
局
】 

熱
中
症
対
策
に
つ
い
て
は
、
各
職

場
に
お
い
て
も
し
っ
か
り
議
論
・
検
討
し
て
も

ら
う
よ
う
、
周
知
し
て
い
く
。 
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